
�愛媛県告示第５０８号
地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９条の５第１項の規

定により、吉田町長から公有水面の埋立てにより新たに生じ

た次の土地は、吉田町の地域であることを確認した旨の届出

があった。

平成１５年３月１１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�������
�愛媛県告示第５０９号
地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条第１項の規定

により、吉田町長から次のとおり字の区域を変更する旨の届

出があった。

平成１５年３月１１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�������
�愛媛県告示第５１０号
地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９条の５第１項の規

定により、吉田町長から公有水面の埋立てにより新たに生じ

た次の土地は、吉田町の地域であることを確認した旨の届出

があった。

平成１５年３月１１日

愛媛県知事 加 戸 守 行
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告 示

新 た に 生 じ た 土 地 の 所 在 面 積
（平方メートル）

吉田町大字浅川字古朝川１の２、２の１から２の
４まで及び３の１並びに字掛引４４の１、４４の４か
ら４４の６まで、４４の８、４４の９及び４４の１１の地先

９８９．９８

字の名称
左記の区域に編入する新たに生じた土地

区 域 面 積
（平方メートル）

大字
浅川

字
掛引

吉田町大字浅川字古朝川１の２、２の１
から２の４まで及び３の１並びに字掛引
４４の１、４４の４から４４の６まで、４４の８
、４４の９及び４４の１１の地先公有水面埋立
地

９８９．９８

新 た に 生 じ た 土 地 の 所 在 面 積
（平方メートル）

吉田町大字法花津字龍王７番耕地４７６の３から７
番耕地４７６の５まで、７番耕地４７６の８及び７番耕
地４７７並びに字与村井８番耕地１８８の２の地先

２，４５６．６３

毎週（火・金）曜日発行 第１４３８号 平成１５年３月１１日

平成１５年３月１１日火曜日 第１４３８号
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�愛媛県告示第５１１号
地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条第１項の規定

により、吉田町長から次のとおり字の区域を変更する旨の届

出があった。

平成１５年３月１１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�������
�愛媛県告示第５１２号
地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９条の５第１項の規

定により、吉田町長から公有水面の埋立てにより新たに生じ

た次の土地は、吉田町の地域であることを確認した旨の届出

があった。

平成１５年３月１１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�������
�愛媛県告示第５１３号
地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条第１項の規定

により、吉田町長から次のとおり字の区域を変更する旨の届

出があった。

平成１５年３月１１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第５１４号
地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９条の５第１項の規

定により、吉田町長から公有水面の埋立てにより新たに生じ

た次の土地は、吉田町の地域であることを確認した旨の届出

があった。

平成１５年３月１１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�������
�愛媛県告示第５１５号
地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条第１項の規定

により、吉田町長から次のとおり字の区域を変更する旨の届

出があった。

平成１５年３月１１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�������
�愛媛県告示第５１６号
地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９条の５第１項の規

定により、吉田町長から公有水面の埋立てにより新たに生じ

た次の土地は、吉田町の地域であることを確認した旨の届出

があった。

平成１５年３月１１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�������
�愛媛県告示第５１７号
地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条第１項の規定

により、吉田町長から次のとおり字の区域を変更する旨の届

出があった。

平成１５年３月１１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

字の名称
左記の区域に編入する新たに生じた土地

区 域 面 積
（平方メートル）

大字
法花
津

字
龍王

吉田町大字法花津字龍王７番耕地４７６の
３から７番耕地４７６の５まで、７番耕地
４７６の８及び７番耕地４７７並びに字与村井
８番耕地１８８の２の地先公有水面埋立地

２，４５６．６３

新たに生じた土地の所在 面 積
（平方メートル）

吉田町大字奥浦字船間甲３２１９、甲３３８１、甲３３８３の
１及び新３７、字舟間甲３１８７、甲３１８９、甲３１９１、甲
３１９２の１、甲３１９２の２、甲３１９６、甲３１９７の１、甲
３１９７の２、甲３２０３、甲３２０８、甲３２０９の１、甲３２０９
の２、甲３２１４、甲３２２０、甲３２２６の１から甲３２２６の
３まで、新３、新４、新１９の１及び新１９の２、字
古浦甲２９１９の４、甲２９２１の３、甲２９２１の４、甲２９
２２の２、甲２９２６の３、新１８の１及び新１８の２並び
に字大平甲２９２８の地先

１，４２３．７９

吉田町大字奥浦字古浦甲２９１９の３及び甲２９１９の４
の地先 ３．０８

字の名称
左記の区域に編入する新たに生じた土地

区 域 面 積
（平方メートル）

大字
奥浦

字
舟間

吉田町大字奥浦字船間甲３２１９、甲３３８１、
甲３３８３の１及び新３７、字舟間甲３１８７、甲
３１８９、甲３１９１、甲３１９２の１、甲３１９２の２
、甲３１９６、甲３１９７の１、甲３１９７の２、甲
３２０３、甲３２０８、甲３２０９の１、甲３２０９の２
、甲３２１４、甲３２２０、甲３２２６の１から甲３２
２６の３まで、新３、新４、新１９の１及び
新１９の２、字古浦甲２９１９の４、甲２９２１の
３、甲２９２１の４、甲２９２２の２、甲２９２６の
３、新１８の１及び新１８の２並びに字大平
甲２９２８の地先公有水面埋立地

１，４２３．７９

字
古浦

吉田町大字奥浦字古浦甲２９１９の３及び甲
２９１９の４の地先公有水面埋立地 ３．０８

新 た に 生 じ た 土 地 の 所 在 面 積
（平方メートル）

吉田町大字白浦字城ヶ鼻９３の２及び９３の３並びに
字脇ノ前１１２の３の地先 ６８９．７９

吉田町大字白浦字中島２０２８の１、２０２８の３、２０２８
の１１、２０２８の１３、２０３３の２、２０３３の４、新７の３
、新７の５及び新９の１の地先

１，４６０．９３

字の名称
左記の区域に編入する新たに生じた土地

区 域 面 積
（平方メートル）

大字
白浦

字
脇ノ
前

吉田町大字白浦字城ヶ鼻９３の２及び９３の
３並びに字脇ノ前１１２の３の地先公有水
面埋立地

６８９．７９

字
中島

吉田町大字白浦字中島２０２８の１、２０２８の
３、２０２８の１１、２０２８の１３、２０３３の２、２０
３３の４、新７の３、新７の５及び新９の
１の地先公有水面埋立地

１，４６０．９３

新 た に 生 じ た 土 地 の 所 在 面 積
（平方メートル）

吉田町大字白浦字城ヶ鼻９２の１、９２の２、９３の２
及び９３の３並びに字脇ノ前１１２の３の地先 ２，７６４．８８

愛 媛 県 報平成１５年３月１１日 第１４３８号

２２４
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�愛媛県告示第５１８号
地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９条の５第１項の規

定により、吉田町長から公有水面の埋立てにより新たに生じ

た次の土地は、吉田町の地域であることを確認した旨の届出

があった。

平成１５年３月１１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�������
�愛媛県告示第５１９号
地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条第１項の規定

により、吉田町長から次のとおり字の区域を変更する旨の届

出があった。

平成１５年３月１１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�������
�愛媛県告示第５２０号
地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９条の５第１項の規

定により、吉田町長から公有水面の埋立てにより新たに生じ

た次の土地は、吉田町の地域であることを確認した旨の届出

があった。

平成１５年３月１１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�������
�愛媛県告示第５２１号
地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条第１項の規定

により、吉田町長から次のとおり字の区域を変更する旨の届

出があった。

平成１５年３月１１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�������
�愛媛県告示第５２２号
地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９条の５第１項の規

定により、吉田町長から公有水面の埋立てにより新たに生じ

た次の土地は、吉田町の地域であることを確認した旨の届出

があった。

平成１５年３月１１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�������
�愛媛県告示第５２３号
地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条第１項の規定

により、吉田町長から次のとおり字の区域を変更する旨の届

出があった。

平成１５年３月１１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�������
�愛媛県告示第５２４号
地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９条の５第１項の規

定により、吉田町長から公有水面の埋立てにより新たに生じ

た次の土地は、吉田町の地域であることを確認した旨の届出

があった。

平成１５年３月１１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

字の名称
左記の区域に編入する新たに生じた土地

区 域 面 積
（平方メートル）

大字
白浦

字
城ヶ
鼻

吉田町大字白浦字城ヶ鼻９２の１、９２の２
、９３の２及び９３の３並びに字脇ノ前１１２
の３の地先公有水面埋立地

２，７６４．８８

新たに生じた土地の所在 面 積
（平方メートル）

吉田町大字鶴間字笘ヶ浜２２６の２０の地先 ４５９．５１

字の名称
左記の区域に編入する新たに生じた土地

区 域 面 積
（平方メートル）

大字
鶴間

字
笘ヶ
浜

吉田町大字鶴間字笘ヶ浜２２６の２０の地先
公有水面埋立地 ４５９．５１

新たに生じた土地の所在 面 積
（平方メートル）

吉田町大字浅川字大ヶ浦１５９の９、１６２の１、１６２
の４、１６２の８及び１６２の１０から１６２の１３まで、字
寄ヶ浦１１２の１８及び１１２の２０並びに字中ヶ浦１１５の
２の地先

１，５１８．６９

字の名称
左記の区域に編入する新たに生じた土地

区 域 面 積
（平方メートル）

大字
浅川

字
大ヶ
浦

吉田町大字浅川字大ヶ浦１５９の９、１６２の
１、１６２の４、１６２の８及び１６２の１０から
１６２の１３まで、字寄ヶ浦１１２の１８及び１１２
の２０並びに字中ヶ浦１１５の２の地先公有
水面埋立地

１，５１８．６９

新 た に 生 じ た 土 地 の 所 在 面 積
（平方メートル）

吉田町大字鶴間字笘ヶ浜２２６の２２及び２２６の２３、字
苫ヶ浜２９１の２、１８２０の１及び１８２０の２並びに字
猿方２９５の２、２９６の３及び２９６の４の地先

２８７．３５

吉田町大字立間尻字犬尾城下甲２０３１の２９の地先 ９３．７９

吉田町大字立間尻字犬尾城下甲２０３１の２９の地先 ６１．１０

字の名称
左記の区域に編入する新たに生じた土地

区 域 面 積
（平方メートル）

大字
鶴間

字
苫ヶ
浜

吉田町大字鶴間字笘ヶ浜２２６の２２及び２２６
の２３、字苫ヶ浜２９１の２、１８２０の１及び
１８２０の２並びに字猿方２９５の２、２９６の３
及び２９６の４の地先公有水面埋立地

２８７．３５

大字
立間
尻

字
犬尾
城下

吉田町大字立間尻字犬尾城下甲２０３１の２９
の地先公有水面埋立地 ９３．７９

字
犬尾
城下

吉田町大字立間尻字犬尾城下甲２０３１の２９
の地先公有水面埋立地 ６１．１０
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�愛媛県告示第５２５号
地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条第１項の規定

により、吉田町長から次のとおり字の区域を変更する旨の届

出があった。

平成１５年３月１１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�������
�愛媛県告示第５２６号
次の病院は、救急病院等を定める省令（昭和３９年厚生省令

第８号）第１条第１項の規定による救急病院である。

平成１５年３月１１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�������
�愛媛県告示第５２９号
愛媛県農業近代化資金利子補給金交付規程（昭和３６年１２月

愛媛県告示第１０５１号）の一部を次のように改正し、告示の日

から施行する。

改正後の愛媛県農業近代化資金利子補給金交付規程の規定

は、平成１５年２月２０日以降利子補給承認される農業近代化資

金について適用し、同日前に利子補給承認された農業近代化

資金については、なお従前の例による。

平成１５年３月１１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

第２条の表第１号の項利子補給率の欄中「４厘」を「４厘

５毛」に改める。

�愛媛県告示第５２７号
大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号。以下「法」という。）第８条第１項の規定により市町村から聴取した意見及

び同条第２項の規定により述べられた意見の概要は、次のとおりである。

これらの意見は、愛媛県経済労働部商工流通課及び今治地方局産業経済部商工労政課並びに今治市役所において告示の日か

ら１月間縦覧に供する。

平成１５年３月１１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第５２８号
大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号。以下「法」という。）第８条第１項の規定により市町村から聴取した意見の

概要は、次のとおりである。

当該意見は、愛媛県経済労働部商工流通課及び松山地方局産業経済部商工労政課並びに松山市役所において告示の日から１

月間縦覧に供する。

平成１５年３月１１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

新たに生じた土地の所在 面 積
（平方メートル）

吉田町大字立間尻字大君ヶ浦甲９７の２、甲９７の１０
、甲９７の１１、甲９８の１・甲９９合併２、甲９８の１・
甲９９合併３、甲９８の５、甲１００の４、甲１００の５、
甲１００の７、甲１１４の２から甲１１４の４まで、甲１１４
の６及び甲１１４の７並びに字小君ヶ浦甲１１６の３及
び甲１１６の５の地先

５８８．１８

尻 ヶ浦 併２、甲９８の１・甲９９合併３、甲９８の５
、甲１００の４、甲１００の５、甲１００の７、
甲１１４の２から甲１１４の４まで、甲１１４の
６及び甲１１４の７並びに字小君ヶ浦甲１１６
の３及び甲１１６の５の地先公有水面埋立
地

５８８．１８

名 称 所 在 地 開 設 者 名 認 定 の
有効期限

医療法人社団
久和会立花外科
病院

新居浜市喜光地町一丁
目１３番２９号

医療法人社団
久和会

平成１８年
３月９日
まで

字の名称
左記の区域に編入する新たに生じた土地

区 域 面 積
（平方メートル）

大字
立間

字
大君

吉田町大字立間尻字大君ヶ浦甲９７の２、
甲９７の１０、甲９７の１１、甲９８の１・甲９９合

大規模小売店舗の名称 大規模小売店舗の所在地 法第８ 条 第 １ 項 の 規定 に よ り 市
町村か ら 聴 取 し た 意見 の 概 要

法 第 ８ 条 第 ２ 項 の 規 定 に よ
り 述 べ ら れ た 意 見 の 概 要

マルナカ大正店 今治市大正町一丁目２番
３号 生活環境保持の見地からの意見はなし。 駐車場出入口付近における歩行者の安全確保

に努めること。

大規模小売店舗の名称 大規模小売店舗の所在地 法第８条第１項の規定により市町村から聴取した意見の概要

パルティ・フジ北斎院 松山市北斎院町６９８番１ ・店舗敷地内駐車場西側出入口２か所付近における歩行者の安全確保に努めること。
・店舗東側荷さばき施設において、荷さばき作業により生じる騒音の防止に努めること。
・ごみの減量化及びリサイクルの推進並びに廃棄物保管施設の清掃保持に努めること。

愛 媛 県 報平成１５年３月１１日 第１４３８号
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�愛媛県告示第５３０号
吉田町土地改良区から認可申請のあった新たな土地改良事

業（農業用用排水施設整備事業・立間地区）の施行は、適当

と認められるので、土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第

４８条第９項において準用する同法第８条第６項の規定により

、次のとおり関係書類を縦覧に供する。

平成１５年３月１１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 縦覧に供すべき書類の名称

� 新規土地改良事業（農業用用排水施設整備事業・立間

地区）計画書の写し

� 吉田町土地改良区定款の写し

２ 縦覧期間

平成１５年３月１２日から４月９日まで

３ 縦覧場所

吉田町役場

�������
�愛媛県告示第５３１号
吉田町土地改良区から認可申請のあった新たな土地改良事

業（農業用道路整備事業・立間地区）の施行は、適当と認め

られるので、土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第４８条第

９項において準用する同法第８条第６項の規定により、次の

とおり関係書類を縦覧に供する。

平成１５年３月１１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 縦覧に供すべき書類の名称

� 新規土地改良事業（農業用道路整備事業・立間地区）

計画書の写し

� 吉田町土地改良区定款の写し

２ 縦覧期間

平成１５年３月１２日から４月９日まで

３ 縦覧場所

吉田町役場

�������
�愛媛県告示第５３２号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第９６条の２第１項の

規定により、弓削町から協議のあった町営土地改良事業（県

単独補助土地改良事業（かんがい排水）・佐島地区）の施行

に平成１５年２月２８日同意した。

平成１５年３月１１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�������
�愛媛県告示第５３３号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第９６条の２第１項の

規定により、大洲市から協議のあった市営土地改良事業（県

単独補助土地改良事業（農道）・久米地区）の施行に平成１５

年２月２８日同意した。

平成１５年３月１１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�������
�愛媛県告示第５３４号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１１３条の２第１項

の規定により、川内町北方土地改良区から次のとおり土地改

良事業の工事が完了した旨の届出があった。

平成１５年３月１１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�������
�愛媛県告示第５３５号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１１３条の２第１項

の規定により、川内町南方土地改良区から次のとおり土地改

良事業の工事が完了した旨の届出があった。

平成１５年３月１１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�������
�愛媛県告示第５３６号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１１３条の２第１項

の規定により、川内町から次のとおり土地改良事業の工事が

完了した旨の届出があった。

平成１５年３月１１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�������
�愛媛県告示第５３７号
次の県営土地改良事業の工事が完了したので、土地改良法

（昭和２４年法律第１９５号）第１１３条の２第３項の規定により

公告する。

平成１５年３月１１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�������
�愛媛県告示第５３８号
愛媛県漁業近代化資金利子補給規程（昭和４４年１０月愛媛県

告示第８８１号）の一部を次のように改正し、告示の日から施

行する。

改正後の愛媛県漁業近代化資金利子補給規程の規定は、平

成１５年２月２０日以降に利子補給承認される漁業近代化資金に

ついて適用し、同日前に利子補給承認された漁業近代化資金

については、なお従前の例による。

平成１５年３月１１日

土地改良事業の名称 土地改良事業の
施行に係る地域

土地改良事業の工
事の完了年月日

県単独補助土地改良事業（
かんがい排水） 旦之上地区 平成１５年１月１５日

土地改良事業の名称 土地改良事業の
施行に係る地域

土地改良事業の工
事の完了年月日

県単独補助土地改良事業（
かんがい排水） 竹之鼻地区 平成１５年２月７日

土地改良事業の名称 土地改良事業の
施行に係る地域

土地改良事業の工
事の完了年月日

県単独補助土地改良事業（
かんがい排水） 則之内地区 平成１５年２月１０日

土地改良事業の名称 土地改良事業の
施行に係る地域

土地改良事業の工
事の完了年月日

農地保全整備事業 川之石地区 平成１５年２月１３日

愛 媛 県 報平成１５年３月１１日 第１４３８号
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愛媛県知事 加 戸 守 行

第２条の表３の項利子補給率の欄及び同表７の項同欄中「

４厘」を「４厘５毛」に改める。

�������
�愛媛県告示第５３９号
愛媛県普通河川管理条例（昭和３２年愛媛県条例第２９号）第

３条の規定による普通河川のうち、次の普通河川を廃止する

。

平成１５年３月１１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�������
�愛媛県告示第５４０号
河川区域の廃止により廃川敷地等が生じたので、河川法施

行令（昭和４０年政令第１４号）第４９条の規定により、次のとお

り公示する。

その関係図面は、愛媛県庁及び愛媛県八幡浜地方局宇和土

木事務所に備え置いて縦覧に供する。

平成１５年３月１１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 河川の名称

一級河川肱川水系堂の元川

２ 廃川敷地等が生じた年月日

平成１５年３月１１日

３ 廃川敷地等の位置

東宇和郡宇和町大字郷内４１２番地及び同大字３９７番地

４ 廃川敷地等の種類及び数量

土地（河川管理施設を含む。） ２０２．０９平方メートル

�������
�愛媛県告示第５４１号
河川区域の廃止により廃川敷地等が生じたので、河川法施

行令（昭和４０年政令第１４号）第４９条の規定により、次のとお

り公示する。

その関係図面は、愛媛県庁及び愛媛県八幡浜地方局宇和土

木事務所に備え置いて縦覧に供する。

平成１５年３月１１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 河川の名称

一級河川肱川水系深ヶ川

２ 廃川敷地等が生じた年月日

平成１５年３月１１日

３ 廃川敷地等の位置

東宇和郡宇和町大字郷内２４番地から同大字３３番地１まで

４ 廃川敷地等の種類及び数量

土地（河川管理施設を含む。） ４６１．３７平方メートル

�������
�愛媛県告示第５４２号
河川区域の廃止により廃川敷地等が生じたので、河川法施

行令（昭和４０年政令第１４号）第４９条の規定により、次のとお

り公示する。

その関係図面は、愛媛県庁及び愛媛県八幡浜地方局宇和土

木事務所に備え置いて縦覧に供する。

平成１５年３月１１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 河川の名称

一級河川肱川水系四反田川

２ 廃川敷地等が生じた年月日

平成１５年３月１１日

３ 廃川敷地等の位置

東宇和郡宇和町大字郷内５２８番地

４ 廃川敷地等の種類及び数量

土地（河川管理施設を含む。） １３６．５９平方メートル

�������
�愛媛県告示第５４３号
河川区域の廃止により廃川敷地等が生じたので、河川法施

行令（昭和４０年政令第１４号）第４９条の規定により、次のとお

り公示する。

その関係図面は、愛媛県庁及び愛媛県八幡浜地方局宇和土

木事務所に備え置いて縦覧に供する。

平成１５年３月１１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 河川の名称

一級河川肱川水系永田川

２ 廃川敷地等が生じた年月日

平成１５年３月１１日

３ 廃川敷地等の位置

東宇和郡宇和町大字西山田１６８２番地

４ 廃川敷地等の種類及び数量

土地（河川管理施設を含む。） ９４９．７３平方メートル

�������
�愛媛県告示第５４４号
河川区域の廃止により廃川敷地等が生じたので、河川法施

行令（昭和４０年政令第１４号）第４９条の規定により、次のとお

り公示する。

その関係図面は、愛媛県庁及び愛媛県八幡浜地方局宇和土

木事務所に備え置いて縦覧に供する。

平成１５年３月１１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 河川の名称

一級河川肱川水系深ヶ川

２ 廃川敷地等が生じた年月日

平成１５年３月１１日

河 川 名 区 域

幹流
立間尻川

右岸 北宇和郡吉田町大字立間尻字山田９５２番地先か
ら同町大字立間尻甲４２８番地先まで

左岸 北宇和郡吉田町大字立間尻字山田９９１番地先か
ら同町大字魚棚１３１番地先まで

幹流
南谷川

右岸 北宇和郡吉田町大字立間尻字南谷７７５番地先か
ら同町大字立間尻字ハマ甲４２８番３地先まで

左岸 北宇和郡吉田町大字立間尻字ツララザカ６９５番
２地先から同町大字立間尻字ツララザカ甲２７７
番４地先まで

幹流
中通川

右岸 北宇和郡吉田町大字深浦字西谷２の１８７番１地
先から同町大字深浦字郷田２の１２０番地先まで

左岸 北宇和郡吉田町大字深浦字西谷２の１８７番１地
先から同町大字深浦字シモノハタ１の１４１番地
先まで

支流
大工町川

右岸 北宇和郡吉田町大字立間尻字今蔵院１５７５番地先
から同町大字東小路乙２５番３地先まで

左岸 北宇和郡吉田町大字立間尻字今蔵院乙２９３番地
先から同町大字東小路乙２９番１地先まで

愛 媛 県 報平成１５年３月１１日 第１４３８号
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３ 廃川敷地等の位置

東宇和郡宇和町大字岩木５８０番地先から同大字５４６番地

先まで及び同大字７７番１地先から同大字１４３番地先まで

４ 廃川敷地等の種類及び数量

土地（河川管理施設を含む。） ２，４５７．２９平方メートル

�������
�愛媛県告示第５４５号
河川区域の廃止により廃川敷地等が生じたので、河川法施

行令（昭和４０年政令第１４号）第４９条の規定により、次のとお

り公示する。

その関係図面は、愛媛県庁及び愛媛県八幡浜地方局宇和土

木事務所に備え置いて縦覧に供する。

平成１５年３月１１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 河川の名称

一級河川肱川水系河内川

２ 廃川敷地等が生じた年月日

平成１５年３月１１日

３ 廃川敷地等の位置

東宇和郡宇和町大字岩木８４２番地先から同大字３６５番１

地先まで及び同大字２０３番地先から同大字１６３番１地先ま

で

４ 廃川敷地等の種類及び数量

土地（河川管理施設を含む。） １，５６２．９２平方メートル

�������
�愛媛県告示第５４６号
公有水面埋立法（大正１０年法律第５７号）第２条第１項の規

定により、次のように埋立てを免許した。

平成１５年３月１１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 埋立ての免許を受けた者の氏名又は名称及び住所並びに

法人にあっては、その代表者の氏名及び住所

津島町

北宇和郡津島町岩松甲４７１番地

代表者 町長 曽根 貞義

北宇和郡津島町大字上畑地甲６０４番地

２ 埋立区域及び埋立てに関する工事の施行区域

� 埋立区域

ア 位置

北宇和郡津島町須下字水ヶ浦７０２番８から同４５９番

３までの地先公有水面

イ 区域

次の１点から１３点までを順次直線で結んだ線並びに

１３点と１点を結ぶ春分及び秋分の満潮位（Ｃ．Ｄ．Ｌ

．＋２．２５メートル）の陸と公有水面との接する線によ

り囲まれた区域

基点（北宇和郡津島町須下字水ヶ浦７０２番８地内の

赤碆物揚場に設置された金属鋲）は、北緯３３度４分６

秒、東経１３２度２４分４８秒の地点

１点は、基点から真北２４６度１１分１８秒６７．７９メート

ルの地点

２点は、１点から真北１８６度１５分４９秒０．６６メートル

の地点

３点は、２点から真北２７６度１３分１９秒３．１０メートル

の地点

４点は、３点から真北１８６度１３分１７秒５２．３５メート

ルの地点

５点は、４点から真北９６度１６分５０秒１．２７メートルの

地点

６点は、５点から真北１７８度３分１０秒０．５０メートル

の地点

７点は、６点から真北２５９度５６分４２秒１．２７メートル

の地点

８点は、７点から真北１６９度５６分３秒３９．０２メート

ルの地点

９点は、８点から真北７９度５３分３６秒２．２５メートルの

地点

１０点は、９点から真北１５１度５０分４８秒０．５０メートル

の地点

１１点は、１０点から真北２２４度２５分３０秒２．２５メートル

の地点

１２点は、１１点から真北１３４度２３分２０秒４７．０１メート

ルの地点

１３点は、１２点から真北２２４度２２分４秒１．４１メートル

の地点

ウ 面積

１，０８１．７２平方メートル

� 埋立てに関する工事の施行区域

ア 位置

北宇和郡津島町須下字水ヶ浦７０２番８から同４５９番

３までの地先公有水面及び陸域

イ 区域

次の１点から３７点までを順次直線で結んだ線及び３７

点と１点を直線で結んだ線により囲まれた区域

基点（北宇和郡津島町須下字水ヶ浦７０２番８地内の

赤碆物揚場に設置された金属鋲）は、北緯３３度４分６

秒、東経１３２度２４分４８秒の地点

１点は、基点から真北２４６度１１分１８秒６７．７９メート

ルの地点

２点は、１点から真北２４度９分４８秒２７．０１メートル

の地点

３点は、２点から真北８７度１２分１秒８．４６メートルの

地点

４点は、３点から真北８８度２１分９秒５．４３メートルの

地点

５点は、４点から真北８７度８分５５秒３４．５６メートル

の地点

６点は、５点から真北８７度６分２８秒１２．０３メートル

の地点

７点は、６点から真北５７度４８分１８秒１０２．００メートル

の地点

８点は、７点から真北１５４度２９分２３秒２１０．００メート

ルの地点

９点は、８点から真北２３９度１５分１０秒１０６．００メート

ルの地点

愛 媛 県 報平成１５年３月１１日 第１４３８号
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１０点は、９点から真北２７２度３６分１９秒１０８．００メート

ルの地点

１１点は、１０点から真北３２５度３４分６秒１２．７１メート

ルの地点

１２点は、１１点から真北３３０度１分４１秒１０．３９メート

ルの地点

１３点は、１２点から真北３３０度７分３３秒１１．４３メート

ルの地点

１４点は、１３点から真北３０７度４８分１７秒１．７９メートル

の地点

１５点は、１４点から真北２８５度０分４１秒３．５１メートル

の地点

１６点は、１５点から真北２６６度１６分２２秒４．１２メートル

の地点

１７点は、１６点から真北３０６度７分２９秒１．４３メートル

の地点

１８点は、１７点から真北３０２度３１分３６秒１０．２２メート

ルの地点

１９点は、１８点から真北３０７度１６分０秒１０．０８メート

ルの地点

２０点は、１９点から真北３２２度５５分２２秒１０．１１メート

ルの地点

２１点は、２０点から真北３２５度５４分１１秒８．１７メートル

の地点

２２点は、２１点から真北３３１度５４分２３秒６．３７メートル

の地点

２３点は、２２点から真北３３４度３１分２５秒２．０７メートル

の地点

２４点は、２３点から真北３４３度２２分５１秒１０．０７メート

ルの地点

２５点は、２４点から真北３４７度４分１７秒１０．０１メート

ルの地点

２６点は、２５点から真北３５４度４７分３２秒１０．０４メート

ルの地点

２７点は、２６点から真北０度２７分３１秒７．１２メートルの

地点

２８点は、２７点から真北５度４８分２７秒２．９５メートルの

地点

２９点は、２８点から真北５度１５分３７秒３．００メートルの

地点

３０点は、２９点から真北６度４７分３５秒１０．００メートル

の地点

３１点は、３０点から真北５度３２分１４秒１０．００メートル

の地点

３２点は、３１点から真北７度２９分４秒１０．００メートル

の地点

３３点は、３２点から真北４度３０分２秒１０．００メートル

の地点

３４点は、３３点から真北７度４３分３０秒１０．２０メートル

の地点

３５点は、３４点から真北３５５度２分２４秒２．０１メートル

の地点

３６点は、３５点から真北１０８度４分３５秒７．１３メートル

の地点

３７点は、３６点から真北９０度１２分２５秒１．１１メートルの

地点

ウ 面積

４２，４０７．４４平方メートル

３ 埋立地の用途

漁港施設用地 約１，０７０平方メートル

水路用地 約 １０平方メートル

４ 埋立免許年月日

平成１５年３月３日

�愛媛県告示第５４７号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、西条地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１５年３月１１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第５４８号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、西条地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１５年３月１１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 西条久万線
西条市大保木字土居壬３２番５から

同市中奥字向甲１番５まで

旧 １５．０～３３．５ ０．２１２

新 ２３．０～３９．０ ０．２１２

愛 媛 県 報平成１５年３月１１日 第１４３８号
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�愛媛県告示第５４９号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、西条地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１５年３月１１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第５５０号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、西条地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１５年３月１１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第５５１号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、西条地方局丹原土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１５年３月１１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第５５２号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、西条地方局丹原土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１５年３月１１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 西条久万線
西条市大保木字土居壬３２番５から

同市中奥字向甲１番５まで
平成１５年３月１１日

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 西条久万線
西条市西之川字老野丁１９７番１６から

同字丁１９７番１５まで

旧 １３．０～２３．５ ０．０７５

新 １７．０～３６．０ ０．０７５

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 西条久万線
西条市西之川字老野丁１９７番１６から

同字丁１９７番１５まで
平成１５年３月１１日

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 落合久万線
周桑郡丹原町大字鞍瀬庚７９７番３から

同大字丙１番２まで

旧 ６．０～１０．８ ０．０４５

新 ７．６～３１．４ ０．０４５

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 落合久万線
周桑郡丹原町大字鞍瀬庚７９７番３から

同大字丙１番２まで
平成１５年３月１１日

愛 媛 県 報平成１５年３月１１日 第１４３８号

２３１
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�愛媛県告示第５５３号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、松山地方局伊予土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１５年３月１１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第５５４号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、松山地方局伊予土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１５年３月１１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第５５５号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、八幡浜地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１５年３月１１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第５５６号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、八幡浜地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１５年３月１１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 広田双海線
伊予郡中山町大字佐礼谷６号３３４番８から

同大字６号２６２番５まで

旧 ４．８～６．５ ０．０１７

新 ６．０～５７．０ ０．００７

〃 〃
伊予郡中山町大字佐礼谷６号２６２番５から

同大字６号３３４番８まで

旧 ４．８～７．８ ０．２０１

新 ４．８～７．８
４９．０～８３．５

０．２０１
０．０５７

〃 〃
伊予郡中山町大字佐礼谷６号３３４番８から

同大字６号３３５番５まで

旧 ４．４～１３．５ ０．１１０

新 １７．２～８３．５ ０．０９４

〃 〃
伊予郡中山町大字佐礼谷６号３３５番５から

同大字乙４８９番２まで

旧 ４．５～１２．０ ０．８１７

新 １６．４～７３．０ ０．０８２

〃 〃
伊予郡中山町大字佐礼谷乙４８９番２から

同大字６号３８３番５まで

旧 ４．５～９．５ ０．０７９

新 ５．０～７３．０ ０．０７３

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 広田双海線
伊予郡中山町大字佐礼谷６号３３４番８から

同大字６号３８３番５まで
平成１５年３月１１日

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

一 般 国 道 ３７８号
八幡浜市真網代甲２２９番５地先から

同市真網代甲２６２番１地先まで

旧 １２．８～３５．３ ０．３９７

新 ７．７～３５．３ ０．３９７

愛 媛 県 報平成１５年３月１１日 第１４３８号
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�愛媛県告示第５５７号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、八幡浜地方局大洲土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１５年３月１１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第５５８号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、八幡浜地方局大洲土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１５年３月１１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第５５９号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、宇和島地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１５年３月１１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第５６０号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、宇和島地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１５年３月１１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

一 般 国 道 ３７８号
八幡浜市真網代甲２２９番５地先から

同市真網代甲２６２番１地先まで
平成１５年３月１１日

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 大洲野村線
大洲市蔵川字末廣乙１２２４番５から

同字乙１２３０番３まで

旧 ４．９～８．３ ０．０７６

新 ５．６～２６．１ ０．０７２

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 大洲野村線
大洲市蔵川字末廣乙１２２４番５から

同字乙１２３０番３まで
平成１５年３月１１日

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

一 般 国 道 ３８１号
北宇和郡広見町大字出目２５３８番６地先から

同大字３４８８番１地先まで

旧 ７．５～４５．０ ０．７２７

新 １４．０～７９．０ ０．７２７

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

一 般 国 道 ３８１号
北宇和郡広見町大字出目２５３８番６地先から

同大字３４８８番１地先まで
平成１５年３月１１日

愛 媛 県 報平成１５年３月１１日 第１４３８号
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�愛媛県告示第５６１号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、宇和島地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１５年３月１１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第５６２号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、宇和島地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１５年３月１１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第５６３号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、宇和島地方局御荘土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１５年３月１１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第５６４号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、宇和島地方局御荘土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１５年３月１１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 宇和島下波津島線 北宇和郡津島町北灘字弥治ヶ浦乙２１８５番２
旧 ４．３～１０．０ ０．０４０

新 １０．０～１２．１ ０．０４０

〃 〃
北宇和郡津島町北灘字明ジカ鼻第３号９５番１０から

同字第３号９５番５地先まで

旧 １３．９～２５．３ ０．０３２

新 ５．７～２５．３ ０．０３２

〃 玉津港線

北宇和郡吉田町大字立間字小名２番耕地１６４６番４地先
から
同大字字雪森２番耕地１７９０番２地先まで

旧 ４．０～３８．０ ０．７４６

北宇和郡吉田町大字立間字小名２番耕地１６４６番４地先
から
同大字字雪森２番耕地１７９０番２地先まで
及 び

北宇和郡吉田町大字立間字小名２番耕地１６４６番４地先
から
同大字字中ノ谷２番耕地９９８番２地先まで

新
４．０～３８．０

１１．０～５０．２

０．７４６

０．５７４

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 宇和島下波津島線 北宇和郡津島町北灘字弥治ヶ浦乙２１８５番２ 平成１５年３月１１日

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 一本松城辺線
南宇和郡一本松町満倉１０３２番２から

同町満倉１０２６番２まで

旧 １２．６～２４．８ ０．１０５

新 ２０．０～４９．０ ０．１００

愛 媛 県 報平成１５年３月１１日 第１４３８号
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�愛媛県告示第５６５号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、宇和島地方局御荘土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１５年３月１１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第５６６号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、宇和島地方局御荘土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１５年３月１１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第５６７号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、宇和島地方局御荘土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１５年３月１１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第５６８号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、宇和島地方局御荘土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１５年３月１１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 一本松城辺線
南宇和郡一本松町満倉１０３２番２から

同町満倉１０２６番２まで
平成１５年３月２５日

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 高茂岬船越線
南宇和郡西海町武者泊４７２番２から

同町武者泊４５２番２まで

旧 ６．０～９．７ ０．０３７

新 ７．０～１３．５ ０．０３７

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 高茂岬船越線
南宇和郡西海町武者泊４７２番２から

同町武者泊４５２番２まで
平成１５年３月１１日

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 高茂岬船越線
南宇和郡西海町下久家６８４番２から

同町下久家６８７番２まで

旧 ５．０～１５．５ ０．０６２

新 ９．６～１９．４ ０．０６２

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 高茂岬船越線
南宇和郡西海町下久家６８４番２から

同町下久家６８７番２まで
平成１５年３月１１日

愛 媛 県 報平成１５年３月１１日 第１４３８号
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任 免 辞 令

�公営企業任免辞令
２月２８日

愛媛県技術吏員 � 垣 直 幸

同 岡 本 三 鈴

願により本職を免ずる（各通）

３月１日

藤 澤 友 樹

愛媛県技術吏員に任命する

医療職（一）２級を命ずる

県立北宇和病院内科医長を命ずる

平成１５年３月１１日 印刷
平成１５年３月１１日 発行

購読料（送料共） １箇月１，７５０円２３６

愛 媛 県 報平成１５年３月１１日 第１４３８号


